
JP 6406766 B2 2018.10.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源と、
前記電源に結合された回路と、
前記回路に結合された出力先端部と、
を含み、前記出力先端部が、
第１端部及び第２端部と、それらの間に延びる長手方向軸と、
前記回路から電荷を受け取り放電を放つように構成された、前記出力先端部の内部空間に
位置する電極と、
前記出力先端部の内表面を含む大地帰路と、
前記電極及び前記大地帰路の一方と接触している絶縁層と、
を含み、ここで、前記電極と前記大地帰路との間にある空間が、放電を生成するために前
記電極及び前記大地帰路と接触している導電性媒体を含み、前記絶縁層が少なくとも１つ
の穿孔を有し、前記少なくとも１つの穿孔が、前記電極及び前記大地帰路の間の電気的結
合のための領域を規定する、放電洗浄装置。
【請求項２】
　前記出力先端部の外表面に少なくとも１つの開口をさらに含み、前記放電が、前記導電
性媒体中にキャビテーションを生成する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　ソノルミネッセンスが、前記キャビテーションに応答して生じ、そして、光が、前記装
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置の操作中に、前記装置のオペレータの目に見える、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記導電性媒体が、前記先端部の少なくとも１つの開口を通って前記出力先端部から出
ていく、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記出力先端部が、前記出力先端部又は前記導電性媒体の少なくとも１つが組織に近接
して位置している場合に、前記組織において切り口を生成するために利用されることがで
きる、請求項２に記載の装置。
【請求項６】
　前記出力先端部が、圧力制御機構をさらに含む、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記出力先端部が、可鍛性材料で構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記電極が、ある距離で、前記内表面に対向しており、ここで、
前記電極が円筒形であり、
前記内表面が円筒形であり、そして
前記電極の外周の周りにおいて、前記電極から前記内表面までの前記距離が測定された場
合に、前記電極と前記内表面との間の前記距離が一定である、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　出力先端部であって、
第１端部及び第２端部と、それらの間に延びる長手方向軸と、
回路から電荷を受け取り放電を放つように構成された、前記出力先端部の内部空間に位置
する電極と、
前記出力先端部の内表面を含む大地帰路と、
前記出力先端部の前記外表面を貫通して延在する少なくとも１つの開口部と、
前記電極及び前記大地帰路の一方と接触している絶縁層と、
を含み、ここで、前記電極と前記大地帰路との間にある空間が、放電を生成するために前
記電極及び前記大地帰路と接触している第一導電性媒体を含み、前記先端部の前記外表面
が、円筒形であり、そして、前記絶縁層が少なくとも１つの穿孔を有し、前記少なくとも
１つの穿孔が、前記電極及び前記大地帰路の間の電気的結合のための領域を規定する前記
出力先端部。
【請求項１０】
　前記電極が、ある距離で、前記内表面に対向しており、ここで、
前記電極が円筒形であり、
前記内表面が円筒形であり、そして
前記電極の外周の周りにおいて、前記電極から前記内表面までの前記距離が測定された場
合に、前記電極と前記内表面との間の前記距離が一定である、請求項９に記載の出力先端
部。
【請求項１１】
　圧力制御機構をさらに含む、請求項９に記載の出力先端部。
【請求項１２】
　前記絶縁層が、先端部の前記外表面に近接して、
前記内表面及び前記電極の間に位置しており、
前記電極が、個々の電極の配列したものを含む、請求項９に記載の出力先端部。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄及び消毒を目的として放電によって形成される音波を利用する装置及び
方法に関する。
【関連出願の相互参照】
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【０００２】
　本出願は、２０１２年９月１１日に提出された米国仮出願第６１／６９９，５６８号の
利益を主張する２０１２年１２月１７日に提出された「ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＤＩＳＣ
ＨＡＲＧＥ　ＩＲＲＩＧＡＴＯＲ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ」という
タイトルが付けられたＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ１２／７００８０号の利益を主張する、
２０１３年９月２０日に提出された「ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ　ＩＲ
ＲＩＧＡＴＯＲ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ」というタイトルが付けら
れたＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ１３／６０９４３号の一部継続である。本出願は、これら
の両方の提出されたＰＣＴ出願に対して優先権を主張し、そしてリストされた全ての出願
は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。本出願は、共同所有されている、２
０１４年２月２８日に提出された「ＴＩＳＳＵＥ　ＢＯＲＩＮＧ　ＤＲＩＬＬ　ＴＩＰ」
というタイトルの同時係属の意匠特許出願シリアルナンバー第２９／４８３，５７０号、
２０１４年２月２８日に提出された「ＦＯＣＵＳＥＤ　ＴＩＳＳＵＥ　ＢＯＲＩＮＧ　Ｔ
ＩＰ　ＷＩＴＨ　ＷＡＴＥＲ　ＶＥＮＴ」というタイトルの同時係属の意匠特許出願シリ
アルナンバー第２９／４８３，５７２号、２０１４年２月２８日に提出された「ＭＵＬＴ
Ｉ－ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＡＬ　ＴＩＳＳＵＥ　ＲＥＡＭＥＲ」というタイトルの同時係属
の意匠特許出願シリアルナンバー第２９／４８３，５７４号、２０１４年２月２８日に提
出された「ＳＩＮＧＬＥ　ＶＥＮＴ　ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＡＬ　ＲＥＡＭＥＲ　ＴＩＰ」
というタイトルの同時係属の意匠特許出願シリアルナンバー第２９／４８３，５７６号、
２０１４年２月２８日に提出された「ＩＲＲＩＧＡＴＩＯＮ　ＴＩＰ」というタイトルの
同時係属の意匠特許出願シリアルナンバー第２９／４８３，５８１号、２０１４年２月２
８日に提出された「ＭＯＤＩＦＩＥＤ　ＩＲＲＩＧＡＴＩＯＮ　ＴＩＰ」というタイトル
の同時係属の意匠特許出願シリアルナンバー第２９／４８３，５８２号に関連しており、
これらの出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　細菌及び微生物などの異物は、歯の健康に対するリスクをもたらす。このような異物は
、根管（ｃａｎａｌ）や歯の構造の到達しにくい他の領域に侵入し、歯の健康を損なう恐
れがある。患者の歯内の健康に対する最大のリスクの１つをもたらすものは、このような
異物の持続性によって生じる感染である。
【０００４】
　有害な根管の内容物を除去するための治療、したがって感染のリスクを抑えるための治
療は、例えば摘出などの侵襲的な治療から、はるかに侵襲性が低いが、常に有効であるわ
けではない洗浄まで及ぶ。洗浄には、抗菌性の溶液を利用して根管を洗い流すことが含ま
れる。今日の洗浄溶液には、流体を根管内へと移動させるために揚力、変位及び／又は重
力ポンプの利用、超音波先端部の変動する速度での利用、例えばファイルなどの機械的な
器具の利用、流体を噴射するための正圧（例えば皮下注射の利用）及び流体を除去するた
めの負圧の利用並びにこれらの技術の組み合わせが含まれる。
【０００５】
　機械的な器具のみでは、根管を消毒することはできないことを研究が証明している。こ
れは、機械的な手段は、歯の中の全ての表面に到達しこれと物理的に接触することができ
ないことから歯根尖のリボン形状及び楕円形の根管を含めた根管の壁の大きな面積を機械
的に清浄することができないため、このような領域にいる微生物が生き延びる可能性があ
ることがその理由である。洗浄溶液は一般に、このような微生物を撲滅させる必要があり
、多様な化学物質がこの目的に使用されてきた。
【０００６】
　理想的には、洗浄剤は細菌を消滅させ、壊死した組織を溶解し、根管を滑らかにし、ス
ミア層を除去し、かつ健康な組織を刺激しない。目下のところ、次亜塩素酸ナトリウム（
ＮａＯＣｌ）及びエチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）を含む溶液が歯科医に好まれてい
る。ＮａＯＣｌ溶液は通常、１％～３％の濃度で使用され、組織を溶解し、消毒する（細
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菌を除去する）一方で、ＥＤＴＡはスミア層を除去する。洗浄処置において、ＮａＯＣｌ
を最初に使用して組織を溶解し消毒し、ＥＤＴＡが処置の終わりに導入されてスミア層を
除去する。ＥＤＴＡを適用した後に、別のＮａＯＣｌ又は別の不活性溶液でさらに洗い流
す。
【０００７】
　抽出よりは確実に侵襲性が低いが洗浄にもその欠点がある。まず、洗浄には有効である
ことがわかっているＮａＯＣｌ、ＥＤＴＡ及び他の溶液は、他の漂白剤を含んだ苛性アル
カリ溶液であり、これは、適用される際、口及び周辺構造を著しく刺激する可能性がある
。適用する際、このような溶液が根管の先端に、すなわち神経が骨にぶつかる根管の端部
に穴をあけるリスクがある。このようなことが起こった場合、その結果は患者にとって大
変痛みを伴うものであり、患者は、少なくとも２日、時には２ヶ月もの長期にわたってか
なりの痛みの処置をされる、すなわち痛み止めの処方をされることになってしまう。第２
に、現在の洗浄技術は５％までの失敗率を伴い、これはしばしば、処置が根管系において
感染した全ての神経組織を除去し損なうことで残存する細菌が生き残ってしまうためであ
る。第３に、洗浄溶液は、それらが適用される時のみ有効である。患者がＮａＯＣｌ及び
／又はＥＤＴＡによって治療された後、この溶液は外に流れ出てしまい、治療が完了した
後に好ましい残存する効果は存在しない。よって到達しにくい根管に残ったままの何らか
の細菌が、無期限に残ったままになり、感染につながる可能性がある。
【０００８】
　口や周辺構造に損傷及び／又は痛みを生じさせることなく、未解決の利点を生み出すよ
うな方法で到達しにくい歯の根管ですら効果的に洗浄するための方法及び装置に対する要
望がある。
【発明の概要】
【０００９】
　電源、電源に結合された回路、及び回路に結合された出力先端部を含む放電洗浄装置の
提供を通して、従来技術の欠点が克服されそして追加の利点が提供される。出力先端部は
、第１端部及び第２端部と、それらの間に延びる長手方向軸と、回路から電荷を受け取り
そして放電を放つように構成された、出力先端部の内部空間に位置する電極と、出力先端
部の外表面を含む大地帰路とを含み、ここで、電極と大地帰路との間にある空間が、放電
を生成するために電極及び大地帰路と接触している導電性媒体を含むものとする。
【００１０】
　装置を係合させるためのトリガを含む前述の放電洗浄装置の実施態様を得ることと、出
力先端部を標的に近接させて位置させることと、装置上のトリガを係合させて放電を制御
することと、放電を利用して出力先端部内の導電性媒体内に圧縮波を生成することと、導
電性媒体が、出力先端部中の少なくとも１つの開口を介して出力先端部を出るようにする
ことと、を含むキャビテーション又はプラズマ放出の少なくとも１つを生成する方法の提
供を通して、従来技術の欠点が克服されそして追加の利点が提供される。
【００１１】
　第１端部及び第２端部と、それらの間に延びる長手方向軸と、回路から電荷を受け取り
放電を放つように構成された、出力先端部の内部空間に位置する電極と、出力先端部の外
表面である大地帰路とを含む出力先端部の提供を通して、従来技術の欠点が克服されそし
て追加の利点が提供され、ここで、電極と大地帰路との間にある空間が、第一導電性媒体
を含み、第一導電性媒体は、電極及び大地帰路に接触して放電用の環境を作り出し、そし
て、アパーチャの少なくとも１つは、出力先端部の外表面を介して延在し、そして出力先
端部の外表面が、円筒形であるものとする。
【００１２】
　本発明の実施態様のさらなる観点では、出力先端部は、出力先端部の外表面上に開口部
の少なくとも１つを含み、そして、放電が、導電性媒体内にキャビテーションを生成する
。
【００１３】
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　本発明の実施態様のさらなる観点では、ソノルミネッセンスが、キャビテーションに応
答して発生することができ、光は、装置の動作中に、装置のオペレータの目に見える。
【００１４】
　本発明の実施態様のさらなる観点では、導電性媒体は、先端部の少なくとも１つの開口
を介して、出力先端部を出ていく。
【００１５】
　本発明の実施態様のさらなる観点では、出力先端部は、出力先端部又は導電性媒体の少
なくとも１つが組織に近接して位置した場合に、組織内に切り口を作り出すために利用さ
れる。
【００１６】
　本発明の実施態様のさらなる観点では、出力先端部は、圧力制御機構を含む。
【００１７】
　本発明の実施態様のさらなる観点では、出力先端部は、可鍛性材料（malleable materi
al）を含む。
【００１８】
　本発明の実施態様のさらなる観点では、出力先端部はまた、内表面を含み、そしてそこ
で、電極は、ある距離で、内表面に対向する。電極は円筒形であり、内表面は円筒形であ
り、そして、電極と内表面との間の距離は、電極から電極の外周の内表面にかけて測定し
た場合に、等しい。
 
【００１９】
　本発明の実施態様のさらなる観点では、出力先端部は、電極と大地帰路との一方に接触
している絶縁層を含み、絶縁層は、少なくとも一つの穿孔を含み、少なくとも一つの穿孔
は、電極と大地帰路との間の電気的結合用の領域を定義する。
【００２０】
　本発明の実施態様のさらなる観点では、方法は、出力先端部を対象に近接させて位置さ
せることと、対象において切り口を作成することとを含む。
【００２１】
　本発明の実施態様のさらなる観点では、出力先端部はまた、先端部の外表面に近接する
絶縁層と電極及び内表面の間の絶縁層とを含む。この実施態様では、電極は、各々の電極
のアレイを含み、そしてこの先端部は、上記切り口を作るために適合されている。
【００２２】
　追加の特徴が、本発明の装置及び技術によって実現される。本発明の他の実施態様及び
観点は、本明細書に詳細に記載されており、請求される発明の一部とみなされる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　上記及び本発明の１つ又は複数の観点の目的、特徴、及び利点は、以下の添付の図面と
併せた詳細な説明から明らかである。
【００２４】
【図１】本発明の一実施態様の一観点の図である。
【００２５】
【図２】本発明の一実施態様の一観点の図である。
【００２６】
【図３】本発明の一実施態様の一観点の図である。
【００２７】
【図４】本発明の実施態様で利用される、劣化した電極に関連するオシロスコープのトレ
ースを示す。
【００２８】
【図５】本発明の実施態様で利用される、劣化した電極に関連するオシロスコープのトレ
ースを示す。



(6) JP 6406766 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

【００２９】
【図６】本発明の実施態様を利用して実行される例示的な方法の図である。
【００３０】
【図７】本発明の実施態様の一観点の図である。
【００３１】
【図８】本発明の実施態様の一観点の図である。
【発明の詳細な説明】
【００３２】
　本発明の装置及び方法は、放電を利用して振動する圧力を形成することで、特定の媒体
から望ましくない物体を撲滅する。本発明の実施態様は、歯内治療並びに歯周病及びイン
プラント周囲炎の治療を含めた歯周治療において洗浄システムとして利用される。このよ
うな歯科洗浄システムには、これに限定するものではないが圧電／磁歪スカラーのための
洗浄システム、歯のくぼみ（例えば根管又は歯周又は歯内領域）を清浄しバイオフィルム
を除去するための洗浄システム、歯を清浄するためのウォーターピック洗浄システム、歯
周ポケットを洗い流すための洗浄システム及び／又は傷を消毒するための外科手術用洗浄
システムが含まれる。本発明の一部の実施態様は、例えば歯内用途における歯の根管では
、装置の外にある液体に直接パルス放出するが、その一方で本発明の一部の実施態様は、
例えば圧電／磁歪スカラー及び／又はウォーターピックでは、１つ又は複数の内側の貯蔵
槽が中に含まれ、そこで使用される液体及び／又は水は、それが治療領域に放出される前
に事前処理される（事前にパルス放出される）。
【００３３】
　歯内処置に利用される本発明の一実施態様は、電極を備えた管を備えることで、このよ
うな処置の多くにおいて所望される音波、キャビテーション関連の副生成物及び／又はプ
ラズマを生じさせる放電を出力し、利用される実施態様は、スパーク放電として装置の一
実施態様の先端部を貫通する電気パルスを放出する。
【００３４】
　本出願を通して、用語「先端部」及び「出力先端部」は、本発明の実施態様の一態様を
記載するために相互に入れ替え可能に使用される。
【００３５】
　電気パルスは、先端部が浸される液体を撹拌し、毒素、細菌及び微生物を含む異性因子
を消滅させる音波、衝撃波、キャビテーション、プラズマ、ソノルミネッセンス、マイク
ロジェット及びその他の放出を引き起こし、壊死した組織を溶解し、根管を滑らかにし、
スミア層を除去する一方で、治療中と治療後の両方に抗菌及び殺菌の利点を提供する。よ
って本発明の一実施態様を利用して、細菌及び他の感染因子を照射し、ＡＤＡガイドライ
ンに従って適切な根管処置のための歯の根管の清浄及び洗浄を行うことができる。
【００３６】
　本発明の一実施態様は、圧電／磁歪スカラーとして使用される。後により詳細に考察す
るように、圧電／磁歪スカラーとして利用される本発明の一実施態様は、超音波エネルギ
ーを利用してバイオフィルム（細菌のコロニー）を破壊してバイオフィルムを除去し細菌
を崩壊させる超音波先端部を利用する。本発明の一実施態様において、超音波パルスは、
およそ１－９９Ｈｚの特定の速度でミリジュールからマイクロジュールの範囲に及ぶ電力
設定において１００－５００マイクロ秒のパルス持続期間で標的領域内に提供され、機械
的にバイオフィルムを除去し、細菌を崩壊させる。この用途で利用される先端部は、先端
部を冷却し、放電のための媒体を提供し、水で歯周ポケットを洗い流すために水を供給す
る外側及び／又は内側の水ラインシステムを備える。この洗い流す作用が、先端部の機械
的作用が歯の構造内で分断した及び／又は歯の構造から破砕した細菌の領域を清浄する。
【００３７】
　超音波に基づく技術にわたる本発明の利点は、超音波技術が振動する一方で、本発明の
実施態様は、振動しないということである。振動する先端部、例えば、超音波装置に組み
込まれるものは、歯の構造的完全性の損傷と元の歯の構造の悪化を引き起こす。実際には
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、振動自体も、歯の構造において亀裂などを発生させる可能性がある。本発明の実施態様
の利点の１つは、それらが振動しないことから、それらは、超音波に基づいた技術に関連
している損傷を含む、元の歯の構造の変化の種類を引き起こさないことである。
【００３８】
　キャビテーションを利用してソノルミネッセンスを生成することにより、本発明の実施
態様は、先端部から光の放出を生成し、この光の放出は、装置のオペレータに、装置及び
出力先端部により標的とされている生物学的構造への放出を標的としているオペレータを
支援できること及び装置が操作中であることを示す光のガイドを提供する。
【００３９】
　圧電／磁歪実施態様の一態様において、電流がパルス放出される水及び／又は流体は基
本的に、それが先端部に供給する水ラインへと進む前に装置の内側の１つ又は複数の「保
持チャンバ」内で事前処理される。この場合、先端部が使用される際、この処理済みの水
がポケットを洗い流し、単に水又は穏やかな化学薬剤と水を使用する現行の方法と比べて
長期間の保護及びより優れた病原体の消滅を実現する。現行の産業標準の治療は、本方法
の実施態様とは対照的に、殺菌作用を有するが、それは実際にポケットを洗い流す間のみ
である。この作用は持続しない。圧電／磁歪実施態様の一態様において、この殺菌作用は
、ポケットを洗い流した後も継続する。この用途で利用される液体には、これに限定する
ものではないが２％のグルタルアルデヒド溶液が含まれる。本発明の実施態様において、
この用途で利用される液体は、グルタルアルデヒド、過酸化水素水などの一般に知られた
殺菌溶液である場合もあり、そうでない場合もある。内部貯蔵槽内の水／液体の事前処理
は、使用される実施態様において歯周の傷の箇所を清浄するのにも使用される。
【００４０】
　歯内用途に戻ると、本発明の一実施態様は、放電を生成し、洗浄治療において、歯の根
管及び他の構造を洗浄する洗浄剤及びＵＶ放射において音響衝撃波を形成し、また以下の
、ＵＶ光、水和電子、ＯＨ基、Ｈ２Ｏ２、Ｈ３Ｏ、Ｏ２、ＭｎＯ２、Ｏ３（オゾン）、Ｏ
、ＨＯ２、電子、正又は負イオン、反応性の化学基、ヒドロキシル基、超酸化物、ナノ粒
子及び／又は他の既知の抗病原体剤、抗化学汚染物質剤、化学反応剤のうちの１つ又は複
数を導入し、これらは装置の利用を中断した後も異性因子と戦うように作用する。本発明
の別の実施態様は、手持ち式とは対照的に設置型又は卓上式モデルである。
【００４１】
　本装置の手持ち式の型の一実施態様は、例えば歯内治療に利用され、装置を把持し操作
するのに使用されるハンドルと、多様な電気構成要素が収容される本体と、１つ又は複数
の電極及び大地帰路を収容し、装置内の１つ又は複数の回路によって生成される音波を利
用して選択された領域を洗浄するために患者の口の中で導電性液体中に差し込まれる先端
部とで構成される。装置の先端部の一実施態様は、可撓性の材料で構成されることで、歯
の根管内の深いところにそれを位置決めすることができる。
【００４２】
　装置の一実施態様は、低電圧電源と、以下でより詳細に考察される装置の内部回路とを
含み、これは最初の低電圧電力を高電圧電力に変換し、この高電圧電力が先端部が浸され
る液体に電流をパルス放出する。本方法及び装置の一実施態様の先端部は、生物学的に不
活性な材料で構成された電極を利用しており、これに限定するものではないが細菌に対し
て毒性を有し抗病原体として作用する銀、銅、ステンレス鋼及び／又は鉄（フェライト）
が含まれる。本発明の別の実施態様における電極は、セラミックベースの電極、炭素ベー
スの電極及び他の導電性材料を含む場合がある。電極によって形成されたナノ粒子及び／
又は作用面が、根管内の細菌及び他の異物と戦う。
【００４３】
　本発明の一実施態様において、放電自体が洗浄治療中と治療後の両方で異性因子を破壊
するため、利用される洗浄剤は、その独自の殺菌性又は抗菌性を有する必要がない。例え
ばＮａＯＣｌ及びＥＤＴＡがこの方法と併せて使用される場合があるが、食塩水及び水溶
液もまたこの方法と共に効果的に使用される。一般に、洗浄プロトコルで利用される抗菌
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及び／又は殺菌流体は、誘電性の液体が放電を伝達しそれらが使用中にその効力を高める
ことができるため、このような装置及び方法と適合可能である。かかるに水は導電性であ
るため、それは本方法及び装置と共に十分に作用する。
【００４４】
　本装置の一実施態様の先端部における１つ又は複数の電極からの放電の利用は、洗浄流
体中に「衝撃波」を形成し、これはその前面に大きな勾配を有するため、洗浄流体中に生
じた圧力差が細菌膜を損傷させ、及び／又はそれらを破壊する。この波は、所与の半径に
おいて有効であるため、根管及び到達するのが困難な歯の構造に侵入し、それらを効果的
に洗浄する。
【００４５】
　放電はパルス放射される衝撃波を形成し、この衝撃波は、汚染物質を細胞レベルで損傷
させる。このようなパルスは、細菌及び微生物細胞を機械的に破壊し、化学的かつ永久的
に細胞を変化させることでそれらは通常の生物学的な活動を止め、及び／又は細胞の遺伝
系を不可逆的に変化させる。汚染物質によって被る細胞の損傷には、これに限定するもの
ではないが細胞の内容物を放出せずに細胞壁を破ること、及び細胞壁及び細胞の内容物を
分散させること、すなわちＤＮＡ破壊が含まれる。
【００４６】
　先端部のこの実施態様は付加的にＵＶ放射を放出し、これは洗浄流体中の水分子、過酸
化水素、及び考察される他の媒体及び／又は洗浄流体によって様々な度合いで吸収される
際、オゾン、Ｈ２Ｏ２及びＯＨ基を生成し、これらが微生物及びまた一部の有機化合物を
破壊する。本発明の一実施態様の放電は付加的に、水和電子、ナノ粒子及び陽イオン及び
／又は陰イオン（種々の実施態様において利用される金属電極から）を散布し、これらは
洗浄処置が完了した後も異性因子に対して殺菌及び抗菌作用を継続する。先端部の実施態
様は、以下のＵＶ放射、水和電子、ＯＨ基、Ｈ２Ｏ２、Ｈ３Ｏ、Ｏ２、ＭｎＯ２、Ｏ３（
オゾン）、Ｏ、ＨＯ２、電子、正又は負イオン、反応性の化学基、ヒドロキシル基、超酸
化物、ナノ粒子及び／又は他の既知の抗病原体剤、抗化学汚染物質剤、化学反応剤のうち
の１つ又は複数を放出する。
【００４７】
　本発明の実施態様の１つの利点は、それらが汚染物質に対して効果的であり、さらに相
対的に短い期間にわたって比較的低い電力環境を利用し、高レベルの効率を達成すること
ができる点である。特に低い電力環境を使用する本発明の実施態様によって駆動回路の小
型化及び電力要件の簡素化が可能になる。例えば、本発明の一実施態様は、２５秒から５
分間で２０Ｈｚの間で、すなわち２６マイクロジュール～４ジュールのエネルギーで選択
された媒体から異性因子を撲滅する。本発明の一部の実施態様は、先の例より少なくとも
３等級低い電力要件を利用する、すなわちジュールの代わりにマイクロモジュールを利用
する。このような環境は、装置の使用及び装置の実施態様による一例であり、電極環境及
び治療の期間は変化する。
【００４８】
　本発明の実施態様では、構造に近接して配置された場合に、出力先端部は、組織及び／
又は他の生物学的構造を切断するために適合させることができる。この切断機能の用途は
、歯科用途に限定されるものではない。それらの歯内及び歯周用途に加えて、当業者は、
本発明の実施態様を、付加的な特定の用途に適合させることができることを認識するであ
ろう。これらの用途としては、膀胱手術、洞手術、心臓血管手術、種々のがんの手術、及
び前立腺手術が含まれるが、これらに限定されない。これらの手術では、生物学的構造を
切断するための出力先端部及び装置の実施態様を利用するための能力は、特定の用途であ
る。
【００４９】
　本発明の実施態様では、ソノルミネッセンスは、本発明及び本技術の実施態様を利用し
ている治療の間に生じることができ、これは、操作している表面において、装置の作動を
確認する際並びに微生物／生物学種をさらに改善（remediate）するために公知であるＵ
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Ｖ光を提供する際に、オペレータを支援する光を提供する。しかしながら、本発明のさら
なる実施態様において、キャビテーションは、ソノルミネッセンスなしで生じることがで
きる。
【００５０】
　前述したその外科的用途に加えて、本発明の実施態様はまた治療が行われている際の環
境及び身体の一部の消毒を補助するために利用されることができる。本発明の実施態様は
、ネティポット内（into neti pots）、例えば少しの統合に（a few integrations）並び
に加湿器内に、統合されることができる。
【００５１】
　本発明の実施態様はまた、生物種の改善（remediation）に利用されることができる。
例えば、糞便に関連する微生物は、本発明からの放電を適用することにより、標的とされ
た領域において改善されることができる。微生物を改善するための本発明の実施態様の使
用は、糞便に関連するものの改善に限定されるものではなく、これは単なる例として提供
されている。更なる例として、本発明の実施態様は、破傷風及び大腸菌の改善に有効であ
ることができる。
【００５２】
　本発明の実施態様はまた、インサイチュで材料を活性化するために利用されることがで
き、これらの材料を活性化し、例えばこれらに限定されるものではないが細菌や微生物な
どの汚染物質の改善を提供する。
【００５３】
　その全体が本明細書に組み込まれる前述のＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ１３／６０９４３
号及びＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ１２／７００８０号は、本発明の様々な実施態様を記述
する記載及び図面を含み、これらは、キャビテーション及びプラズマ放出を含む、電荷を
生成する際の本発明の実施態様の支援において利用される回路のいくつかの例を含む。
【００５４】
　本発明の実施態様では、出力先端部は、標的領域を切断するために使用されることがで
き、そして切断機能は、この目的のために特に適合した出力先端部の実施態様の使用によ
って可能となる。切断機能を可能とする実施態様は、電極のアレイで構成される中心電極
を含む。ある実施態様では、先端部の外側は、大地帰路と接触している絶縁材料で構成さ
れる。理解を容易にする目的で本実施態様と併せて参照することができるように、大地帰
路と中心導体との間は、さらなる絶縁体である。中心導体はアレイである。したがって、
装置の実施態様の一部である回路に負荷がかかっている場合、それは、アレイ中の各々の
電極中に送達することができる。図１は、本発明の実施態様において利用される切削先端
部（cutting tip）の実施態様の構造を示し、そして図２は、記載されたアレイの構成例
を示している。
【００５５】
　図１を参照すると、出力先端部の実施態様１００が記載されている。この先端部は、大
地帰路１２０と近接した外表面１１０の絶縁体を含んでいる。絶縁層は、大地帰路１２０
と中心導体１３０との間に位置している。本発明の実施態様では、この絶縁層は、接地と
中心導体１３０との間の電気的結合を可能とするために穿孔されている。
【００５６】
　中心導体１３０は、アレイ中で配向した１つ以上の電極で構成される。図２を参照する
と、アレイである図１の中心導体１３０は、クラスターアレイ２００として理解されるこ
とができ、そして本装置及び／又は技術において使用される回路に負荷がかかっている場
合、回路は、クラスターアレイ２００を含む各々の電極に送達可能である。このクラスタ
ーアレイ２００は、出力先端部１００が複数の放電を一回で生成することを可能とする。
【００５７】
　導電性溶液中に置かれた場合に、図２の中心電極アレイ２００を有する出力先端部１０
０は、この液体を撹拌するであろう。この先端部を含む装置に電源から電圧が適用された
場合、出力先端部は、複数の放電の正確な利用が、例えば組織のような生物学的材料を切
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断することを可能にする。このように、本発明の実施態様は、異方性構造（anisotropic 
structures）を破壊するために利用されることができる。
【００５８】
　図２に戻ると、アレイ中の各々の電極は、銀を含むがこれには限定されない様々な導電
性材料で構成されることができる。電極において銀を利用する利点は、銀電極によって処
理される水は、最も高い殺菌作用を有するが、これは銀イオンが、細菌に対して最も高い
毒性を有するため、すなわちそれが抗病原体であるためである。このように銀電極によっ
て生成されるナノ粒子もまた、細菌及び異物と戦う。本発明の別の実施態様は、生物学的
に不活性である別の材料から構成される電極を利用する。電極を構成するのに使用される
材料には、これに限定するものではないが、銀、銅、ステンレス鋼、セラミック、炭素ベ
ースの材料、鉄及び／又は他の導電性材料が含まれる。本発明の一実施態様によって利用
される懸濁液はまた、ナノ粒子を含む場合があり、このナノ粒子は、細菌及び異物と戦う
際に装置の実施態様の効果をさらに助ける。銀電極の使用は、説明のための例として使用
される図２の実施態様に限定されない。電極のこのアレイは、一例として提供されている
。
【００５９】
　図３を参照すると、本発明の実施態様は、圧力制御部３１０を有する出力先端部を含む
ことができる。出力先端部３００の圧力制御部は、装置の実施態様の操作中に利用され、
出力先端部３００の圧力を制御し、そして先端部の頂点３２０を吹き飛ばすことを防止す
る。
【００６０】
　本技術において利用される先端部は、先端部の電極が、先端部の外表面に含まれる接地
に対して中心にある場合に、本発明のいくつかの実施態様において最も有効である。この
形状は、円筒形の電極と円筒形の接地を提供することによって最も容易に達成される。先
端部の有効性は、形状と共に増加し、そして先端部は、より遅い速度で劣化することがで
きる。
【００６１】
　図４～５は、先端部の性能と先端部の劣化に関連したオシロスコープのグラフのキャプ
チャである。これらのグラフは、接地に関連して変化するように、本システムの実施態様
の誘電体の挙動を記録する。曲線はまた、時間の関数としての放電曲線として説明するこ
とができる。曲線が「より狭く」なるほど、放電はより効果的である。
【００６２】
　図４は、まさに最初の劣化の兆しを見せ始めた出力先端部の実施態様を示している。こ
の図は、記録された曲線の下の非常に小さな面積を持つオシロスコープのトレースを示す
。このグラフは非常に垂直なトレース、すなわち、まっすぐに上昇しそしてほぼまっすぐ
に下降すること示している。このグラフは、先端部の初期の劣化を捕獲した。グラフは、
２つの放電率を示している。非常に狭い曲線は、最速の放電率を示し、そして第二曲線（
曲線の下のより多くの領域そしてそれがＸ軸とさらに遠くで交差する）は、わずかに遅い
放電率を示している。電極が摩耗するにつれて、キャビテーションの挙動のように誘電体
の挙動は劣化する。
【００６３】
　図５は、劣化した電極に関連したオシロスコープのトレースを示している。曲線の形状
の変化は、この図では顕著である。水平な拡大（時間領域への拡大）もシステムにおける
放電挙動の劣化を意味し、そして、これはまた、放電特徴の劣化を意味している（放電の
ためのより長い時間）。これらの劣化は、次々とキャビテーションの減少を生じる。
【００６４】
　本発明の実施態様には、装置に取り付けられた先端が劣化するかどうかをオペレータが
観察するために利用することができる特徴が含まれる。先端部の寿命を定義するために使
用される特性は、電気的特性であり、したがって、測定可能及び記録可能である。この測
定（又はフィードバック）は、ディスプレイ、例えば劣化の際にシステムの操作を停止す
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ること及びオペレータに先端部の変更を知らせることの両方のためのＬＣＤディスプレイ
を含む本発明の実施態様に統合される。
【００６５】
　本発明の実施態様は、先に述べた歯科用途における確立されたプロトコルを用いて利用
されることができる。しかしながら、装置のユニークな利点は、同様に、新たに確立され
たプロトコルを用いて操作することを可能にする。以下の方法は、根管の処置において、
本発明の実施態様の使用について提案された標準操作手順（standard operating procedu
re）（ＳＯＰ）である。このＳＯＰは、一例として提供され、そして、当業者は、このＳ
ＯＰの変形が本発明の実施態様を利用して行われることができ、そして本発明の実施態様
の使用を通じた利点を達成することを認識することができるであろう。このＳＯＰは、図
６のワークフローによって描かれている。
 
【００６６】
　この方法では、本発明を利用する前に、歯冠と歯根管が開口される。歯冠を開口するた
めに（Ｓ６０５）、まず、歯科用ドリルが、歯の歯冠を開口し、そして歯髄及び歯根管へ
のアクセスを得る、次に、歯冠の開口部を、溶液、例えば生理食塩水溶液（例えば、５ｍ
Ｌ）でリンスする。歯根管を開口するために（Ｓ６１０）、以下の一連の歯内ファイルを
使用して、根管が開口され、歯根管内の壊死組織及び歯髄の大部分を除去する（例えば、
真歯（true teeth）の場合における赤脾髄）：＃１５エンドファイル、＃２０エンドファ
イル、＃３０エンドファイル。エンドファイル＃３０が難しい（sticky）、又は入らない
場合は、エンドファイル＃２５を、ファイル＃２０の後でありそしてファイル＃３０の前
に使用することができる。
【００６７】
　このＳＯＰにおいて利用される場合、歯根管の頂部に向かってアクセスするために、フ
ァイルは、親指と指の間で前後に回転（rotated）（または回転（spun））されるべきで
ある。歯根管を開口すること及び前記歯根管中の壊死組織及び歯髄を除去することの両方
のために、ＳＯＰを実行している各々が回転を及び入れる／出す動きを使うことが推薦さ
れる。このプロセス及び特定の異なるファイルの間で、歯冠の開口部から歯髄／壊死組織
を除去し、それによって除去された組織がファイリングプロセス中に再導入されていない
ことを保証することが重要である。ファイルを歯根管内に強制的に通すべきではなく、む
しろプロトコルを実施している各々が、組織へのアクセス及び除去を得るために、回転を
及び入れる／出す動きを使うとともに、ファイルの切断能力を使用するべきである。
【００６８】
　ファイルで歯根管を開口した後、個々で、開口された歯根管を（例えば、生理食塩水５
ｍＬで）フラッシング及び洗浄することができ、放たれた破片を歯根管及び／又は開口さ
れた歯冠から除去する（Ｓ６１５）。複数の根管が、個々の洗浄サイクルを必要とする可
能性がある。
【００６９】
　今や歯根管が開口していることから、ＥＤＩ装置の実施態様は、このプロセスにおいて
利用されることができる。記載されたＥＤＩ装置の実施態様はまた、ファイルを置き換え
ることができることに注意するが、このＳＯＰの目的は、本発明の実施態様によって達成
されるＥＤＩプロセスがどのようにしてよく知られているプロトコルに統合されるかを示
すことである。承認されたプロトコルは、生理食塩水、ＮａＯＣｌ、及びＥＤＴＡの使用
を含む。したがって、このプロトコルは、これらの溶液を採用する。
【００７０】
　プロセスパラメータを装置の実施態様で設定する（Ｓ６２０）。これらのパラメータに
は、処理時間、周波数、及び電力設定が含まれる。また、出力先端部を使用のために選択
する。これらのパラメータ及び先端部の選択は、オペレータの手順の評価と成功した結果
のためにどのようなことが必要とされるかとに応じて変更されることができる。
【００７１】
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　ＥＤＩプロセスのためのプロセスパラメータを確立した後、歯根管を実行する各々が、
生理食塩水洗浄シリンジを受動的に歯根管に位置させ（Ｓ６２５）、可能な限り、結び付
けることなく歯根管を上昇させ、そして生理食塩水５ｍＬにより洗浄する。次に、オペレ
ータは、出力先端部を受動的に歯根管に挿入し（Ｓ６３０）、歯根管中で結び付けること
なく、可能な限り、歯根管中で降下させる。オペレータは６％ ＮａＯＣｌ ５ｍＬを含有
するシリンジを受動的に歯根管内に位置させ、そして同時に、オペレータは、本装置の実
施態様を作動させ、そしてＮａＯＣｌ洗浄を開始する（Ｓ６３５）。
【００７２】
　装置が作動している間、オペレータは、歯根管の全体がＥＤＩ先端から動作を「見る」
ことができるように、治療されている歯根管中でＥＤＩ先端を上及び下に移動する（Ｓ６
４０）。一実施態様では、ＮａＯＣｌ ５ｍＬ及びＥＤＩ作動を使用する洗浄は、治療の
合計時間（６０秒）持続する必要がある。すなわち、総ＥＤＩ治療時間のために洗浄剤の
安定した流れを使用している。
【００７３】
　ＮａＯＣｌを使用した後、オペレータは、その後、生理食塩水洗浄シリンジを受動的に
歯根管に位置させ（Ｓ６４５）、可能な限り、結び付けることなく歯根管を上昇させ、そ
して生理食塩水５ｍＬにより洗浄する。次に、オペレータは、出力先端部を受動的に歯根
管に挿入することができ（Ｓ６５０）、歯根管中で結び付けることなく、可能な限り、歯
根管中で降下させる。オペレータは１７％ ＥＤＴＡ ５ｍＬを含有するシリンジを受動的
に歯根管内に位置させ、そして同時に、本装置の実施態様を作動させ、そしてＥＤＴＡ洗
浄を開始する（Ｓ６５５）。次に、オペレータは、歯根管の全体がＥＤＩ先端から動作を
「見る」ことができるように、治療されている歯根管中でＥＤＩ先端を上及び下に移動す
る（Ｓ６６０）。このプロトコルでは、ＥＤＴＡ ５ｍＬ及びＥＤＩ作動を使用する洗浄
は、治療の合計時間（６０秒）持続する必要がある。すなわち、総ＥＤＩ治療時間のため
に洗浄剤の安定した流れを使用している。
【００７４】
　ＥＤＴＡ治療後、ユーザーは、再び、生理食塩水洗浄シリンジを受動的に歯根管に位置
させ（Ｓ６６５）、可能な限り、結び付けることなく歯根管を上昇させ、そして生理食塩
水５ｍＬにより洗浄し、そして領域を乾燥する（例えば、ペーパーポイントを用いて）（
Ｓ６７０）。
【００７５】
　ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ１３／６０９４３号及びＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ１２／７
００８０号において説明されているように、使用可能な電圧が、記載された副産物を生成
するための反応を作成するために先端に供給されていれば、様々な回路が本発明の実施態
様内に統合されることができる。しかし、図７～８は、本発明の実施態様とともに使用さ
れることができる設計された付加的な回路の例並びにＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ１３／６
０９４３号及び「ＡＤＤ　ＲＥＦＥＲＥＮＣＥ　ＴＯ　ＤＥＳＩＧＮ　ＡＰＰＬＩＣＡＴ
ＩＯＮＳ」における、本明細書に記載された特定の出力先端部である。
【００７６】
　図７は、本明細書に記載されている洗浄や切断を含む用途において利用される出力先端
部に適合している本発明の実施態様内に統合されることができる回路の例である。最も顕
著には、この実施態様は、タイミング回路としてプッシュスイッチを利用する。図７では
、ＬＥＤ１が、装置の動作を監視するオペレータを支援する視覚的な指標である。しかし
ながら、本発明のさらなる実施態様は、この特徴を含まない可能性がある。バッテリーｖ
１は、この回路を利用する実施態様のための電源を供給し、そして装置が、スイッチであ
るｏｎ＿ｏｆｆ＿ａｎｄ＿ｔｉｍｅ＿ｓｗｉｔｃｈにより作動される。スイッチが閉じて
回路が完成すると、高電圧パルスがコンデンサｃ１から変圧器Ｔ１に移動し、高電圧パル
スを生成する。
【００７７】
　図８は、本発明の実施態様で使用する他の回路の一例である。この電気回路図の使用に
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より、本発明の実施態様が１０種の異なる電力設定を利用することが可能となる。また、
このコンポーネントを有する実施態様は、この装置に関連して利用される最小の先端部を
含む先端部に正確な量の電力を送達することができる。
【００７８】
　本明細書で使用される専門用語は、単に特定の実施態様を記述する目的であり、本発明
を制限することは意図していない。本明細書で使用されるように、単数形「ａ」、「ａｎ
」及び「ｔｈｅ」は、文脈がそうでないことをはっきりと指摘していなければ、複数形態
も同様に含めることが意図されている。用語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」（及びｃｏｍ
ｐｒｉｓｅの任意の形態、例えば「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ」及び「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）
」、「有する（ｈａｖｅ）」（及びｈａｖｅの任意の形態、例えば「ｈａｓ」及び「ｈａ
ｖｉｎｇ」）、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」（及びｉｎｃｌｕｄｅの任意の形態、例えば
「ｉｎｃｌｕｄｅｓ」及び「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ」）、及び「包含する（ｃｏｎｔａｉｎ
）」）（及びｃｏｎｔａｉｎの任意の形態、例えば「ｃｏｎｔａｉｎｓ」及び「ｃｏｎｔ
ａｉｎｉｎｇ」）は、開放式の連結動詞である。結果として、１つ又は複数のステップ又
は要素を「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」、「有する（ｈａｓ）」、「含む（ｉｎｃｌｕ
ｄｅｓ）」又は「包含する（ｃｏｎｔａｉｎｓ）」方法又は装置は、１つ又は複数のステ
ップ又は要素を所有しているが、このような１つ又は複数のステップ又は要素のみを所有
するように限定されるわけではない。同様に、１つ又は複数の特徴を「含む（ｃｏｍｐｒ
ｉｓｅｓ）」、「有する（ｈａｓ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」又は「包含する（
ｃｏｎｔａｉｎｓ）」方法のステップ又は装置の要素は、このような１つ又は複数の特徴
を所有しているが、このような１つ又は複数の特徴のみを所有するように限定されるわけ
ではない。さらに特定の方法で構成される装置又は構造は、少なくともそのような方法に
おいて構成されるが、記載されない方法で構成される場合もある。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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